
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

三

九

七

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
九
七
号

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
保
険
料
に
係
る
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
保
険
料
に
係
る
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
全
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に
対
し
て
、
保
険
料
を
滞
納
す
る
事
業
所
に
つ
い
て
、
差
押
え
の

事
実
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
差
押
え
を
行
っ
た
旨
の
オ
ン
ラ
イ
ン
入
力
処
理
又
は
実
際
に
差
押
え
を
行
っ
た
年
月
日
以
前

の
日
付
で
差
押
え
を
行
っ
た
旨
の
オ
ン
ラ
イ
ン
入
力
処
理
を
し
た
不
適
正
な
事
務
処
理
（
以
下
「
不
適
正
事
務
処
理
」
と
い

う
。
）
の
事
案
の
有
無
に
つ
い
て
の
調
査
（
以
下
「
本
件
調
査
」
と
い
う
。
）
を
指
示
し
、
そ
の
結
果
を
平
成
十
九
年
十
二

月
二
十
六
日
に
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
件
調
査
に
よ
り
不
適
正
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
社

会
保
険
事
務
所
及
び
地
方
社
会
保
険
事
務
局
の
社
会
保
険
事
務
室
は
、
北
海
道
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
札
幌
東
社
会
保
険

事
務
所
、
北
海
道
社
会
保
険
事
務
局
札
幌
西
社
会
保
険
事
務
室
、
札
幌
北
社
会
保
険
事
務
所
、
新
さ
っ
ぽ
ろ
社
会
保
険
事
務

所
、
函
館
社
会
保
険
事
務
所
、
旭
川
社
会
保
険
事
務
所
、
釧
路
社
会
保
険
事
務
所
、
小
樽
社
会
保
険
事
務
所
及
び
帯
広
社
会

保
険
事
務
所
、
青
森
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
青
森
社
会
保
険
事
務
局
青
森
社
会
保
険
事
務
室
及
び
八
戸
社
会
保
険
事
務
所
、

宮
城
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
仙
台
南
社
会
保
険
事
務
所
、
宮
城
社
会
保
険
事
務
局
仙
台
北
社
会
保
険
事
務
室
及
び
古
川
社

会
保
険
事
務
所
、
秋
田
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
秋
田
社
会
保
険
事
務
局
秋
田
社
会
保
険
事
務
室
、
鷹
巣
社
会
保
険
事
務
所
、

一



大
曲
社
会
保
険
事
務
所
及
び
本
荘
社
会
保
険
事
務
所
、
福
島
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
福
島
社
会
保
険
事
務
局
東
北
福
島
社

会
保
険
事
務
室
、
平
社
会
保
険
事
務
所
、
相
馬
社
会
保
険
事
務
所
、
郡
山
社
会
保
険
事
務
所
、
白
河
社
会
保
険
事
務
所
及
び

会
津
若
松
社
会
保
険
事
務
所
、
茨
城
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
水
戸
南
社
会
保
険
事
務
所
及
び
茨
城
社
会
保
険
事
務
局
水
戸

北
社
会
保
険
事
務
室
、
栃
木
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
栃
木
社
会
保
険
事
務
局
宇
都
宮
西
社
会
保
険
事
務
室
、
栃
木
社
会
保

険
事
務
所
及
び
今
市
社
会
保
険
事
務
所
、
群
馬
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
群
馬
社
会
保
険
事
務
局
前
橋
社
会
保
険
事
務
室
、

桐
生
社
会
保
険
事
務
所
、
高
崎
社
会
保
険
事
務
所
、
渋
川
社
会
保
険
事
務
所
及
び
太
田
社
会
保
険
事
務
所
、
埼
玉
社
会
保
険

事
務
局
管
内
の
大
宮
社
会
保
険
事
務
所
、
川
越
社
会
保
険
事
務
所
、
所
沢
社
会
保
険
事
務
所
及
び
春
日
部
社
会
保
険
事
務
所
、

千
葉
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
船
橋
社
会
保
険
事
務
所
、
東
京
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
文
京
社
会
保
険
事
務
所
及
び
墨
田

社
会
保
険
事
務
所
、
神
奈
川
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
鶴
見
社
会
保
険
事
務
所
、
神
奈
川
社
会
保
険
事
務
局
横
浜
中
社
会
保

険
事
務
室
、
川
崎
社
会
保
険
事
務
所
、
高
津
社
会
保
険
事
務
所
、
厚
木
社
会
保
険
事
務
所
、
相
模
原
社
会
保
険
事
務
所
、
横

須
賀
社
会
保
険
事
務
所
及
び
藤
沢
社
会
保
険
事
務
所
、
新
潟
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
上
越
社
会
保
険
事
務
所
、
柏
崎
社
会

保
険
事
務
所
、
新
発
田
社
会
保
険
事
務
所
及
び
六
日
町
社
会
保
険
事
務
所
、
石
川
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
小
松
社
会
保
険

事
務
所
及
び
七
尾
社
会
保
険
事
務
所
、
長
野
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
長
野
社
会
保
険
事
務
局
長
野
南
社
会
保
険
事
務
室
、

二



長
野
北
社
会
保
険
事
務
所
、
岡
谷
社
会
保
険
事
務
所
、
伊
那
社
会
保
険
事
務
所
、
飯
田
社
会
保
険
事
務
所
、
松
本
社
会
保
険

事
務
所
及
び
小
諸
社
会
保
険
事
務
所
、
岐
阜
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
岐
阜
社
会
保
険
事
務
局
岐
阜
北
社
会
保
険
事
務
室
、

大
垣
社
会
保
険
事
務
所
及
び
美
濃
加
茂
社
会
保
険
事
務
所
、
静
岡
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
静
岡
社
会
保
険
事
務
局
静
岡
社

会
保
険
事
務
室
、
清
水
社
会
保
険
事
務
所
、
浜
松
東
社
会
保
険
事
務
所
、
浜
松
西
社
会
保
険
事
務
所
、
沼
津
社
会
保
険
事
務

所
、
三
島
社
会
保
険
事
務
所
及
び
島
田
社
会
保
険
事
務
所
、
愛
知
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
大
曽
根
社
会
保
険
事
務
所
、
愛

知
社
会
保
険
事
務
局
中
村
社
会
保
険
事
務
室
、
鶴
舞
社
会
保
険
事
務
所
、
熱
田
社
会
保
険
事
務
所
、
昭
和
社
会
保
険
事
務
所
、

名
古
屋
北
社
会
保
険
事
務
所
、
豊
橋
社
会
保
険
事
務
所
及
び
岡
崎
社
会
保
険
事
務
所
、
三
重
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
三
重

社
会
保
険
事
務
局
津
社
会
保
険
事
務
室
、
四
日
市
社
会
保
険
事
務
所
、
松
阪
社
会
保
険
事
務
所
、
伊
勢
社
会
保
険
事
務
所
及

び
尾
鷲
社
会
保
険
事
務
所
、
滋
賀
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
滋
賀
社
会
保
険
事
務
局
大
津
社
会
保
険
事
務
室
、
大
阪
社
会
保

険
事
務
局
管
内
の
貝
塚
社
会
保
険
事
務
所
、
堺
西
社
会
保
険
事
務
所
、
吹
田
社
会
保
険
事
務
所
及
び
枚
方
社
会
保
険
事
務
所
、

山
口
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
宇
部
社
会
保
険
事
務
所
及
び
岩
国
社
会
保
険
事
務
所
、
香
川
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
善
通

寺
社
会
保
険
事
務
所
、
愛
媛
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
愛
媛
社
会
保
険
事
務
局
松
山
東
社
会
保
険
事
務
室
、
福
岡
社
会
保
険

事
務
局
管
内
の
東
福
岡
社
会
保
険
事
務
所
、
中
福
岡
社
会
保
険
事
務
所
、
久
留
米
社
会
保
険
事
務
所
、
小
倉
北
社
会
保
険
事

三



務
所
及
び
直
方
社
会
保
険
事
務
所
、
熊
本
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
熊
本
東
社
会
保
険
事
務
所
、
熊
本
社
会
保
険
事
務
局
熊

本
西
社
会
保
険
事
務
室
及
び
本
渡
社
会
保
険
事
務
所
、
大
分
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
大
分
社
会
保
険
事
務
局
大
分
社
会
保

険
事
務
室
並
び
に
沖
縄
社
会
保
険
事
務
局
管
内
の
沖
縄
社
会
保
険
事
務
局
那
覇
社
会
保
険
事
務
室
及
び
浦
添
社
会
保
険
事
務

所
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

本
件
調
査
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
不
適
正
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
生
の
理
由
を
含
め
、
今
後
、
個
別
に
追
加

調
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
本
件
調
査
以
前
に
実
施
し
て
い
た
愛
知
社
会
保
険
事
務
局
に
対
す
る
調
査
に
よ
り
把
握

し
た
と
こ
ろ
で
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
納
付
の
意
思
を
示
さ
な
か
っ
た
事
業
主
及
び
船
舶
所
有
者
と
の
納
付
交
渉
を
円
滑
に

進
め
る
た
め
に
不
適
正
事
務
処
理
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
あ
っ
た
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
今
後
、
個
別
に
追
加
調
査
を
行
っ
た
上
で
判
断
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

四



本
件
調
査
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
不
適
正
事
務
処
理
に
関
与
し
た
者
に
対
し
て
は
、
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
個
別
の
追
加
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
等
の
保
険
料
等
を
長
期
に
滞
納
す
る
事
業
所
に
対
す
る
的
確
な

滞
納
整
理
事
務
の
徹
底
に
よ
る
適
正
な
債
権
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成
十
九
年
八
月
に
「
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険

等
の
保
険
料
等
の
的
確
な
滞
納
整
理
事
務
の
徹
底
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
九
年
八
月
十
三
日
付
け
庁
保
険
発
第
〇
八
一
三

〇
〇
一
号
社
会
保
険
庁
運
営
部
医
療
保
険
課
長
通
知
）
を
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に
発
出
す
る
と
と
も
に
、
本
件
調
査
の

結
果
を
踏
ま
え
、
再
度
、
そ
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
適
正
な
差
押
え
の
オ
ン
ラ
イ
ン
入
力
処
理
の
た
め
の
手
順
を

明
確
化
す
る
た
め
、
同
年
十
二
月
に
「
適
正
な
差
押
え
の
オ
ン
ラ
イ
ン
入
力
処
理
の
徹
底
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
九
年
十
二

月
二
十
六
日
付
け
庁
文
発
第
一
二
二
六
〇
〇
一
号
社
会
保
険
庁
運
営
部
医
療
保
険
課
長
通
知
）
を
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局

に
発
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

五



現
在
、
社
会
保
険
庁
の
職
員
か
ら
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
聴
取
等
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
の
公
表
の
時
期
等
を
現
時

点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
以
降
の
年
金
記
録
に
不
備
が
あ
る
と
し
て
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
に
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
事
案

に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
現
在
で
、
年
金
記
録
確
認
中
央
第
三
者
委
員
会
の
年
金
記
録
を
訂
正
す
る
必
要

が
あ
る
と
し
て
総
務
大
臣
か
ら
社
会
保
険
庁
長
官
に
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た
も
の
の
件
数
（
以
下
「
あ
っ
せ
ん
件
数
」
と
い
う
。

）
は
一
件
、
同
委
員
会
に
対
す
る
申
立
て
の
件
数
は
五
件
で
あ
る
。
ま
た
、
年
金
記
録
確
認
地
方
第
三
者
委
員
会
の
あ
っ
せ

ん
件
数
は
四
件
、
同
委
員
会
に
対
す
る
申
立
て
の
件
数
の
総
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
社
会
保

険
事
務
所
か
ら
年
金
記
録
確
認
地
方
第
三
者
委
員
会
に
転
送
さ
れ
た
事
案
の
件
数
は
二
百
三
十
六
件
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
以
降
の
年
金
記
録
の
不
備
に
関
す
る
あ
っ
せ
ん
件
数
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
現
在
で
五
件
で
あ

る
。年

金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
る
事
案
は
、
社
会
保
険
庁
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
お

六



い
て
、
年
金
保
険
料
の
納
付
の
事
実
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
が
現
存
せ
ず
、
被
保
険
者
が
納
付
の
事
実
を
証
明

す
る
資
料
を
所
持
し
て
い
な
い
等
の
事
案
で
あ
り
、
現
在
、
更
に
調
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
管
理
し
て
い
る
年
金
手
帳
記
号
番
号
に
係
る
記
録
で
あ
っ
て
基
礎
年
金
番
号

が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
及
び
基
礎
年
金
番
号
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
合
計
約
五
千
万
件
の
う
ち
、
氏
名
等
が
収
録

さ
れ
て
い
な
い
記
録
約
五
百
二
十
四
万
件
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に
お
い
て
氏
名
等
の
補
正
作
業
を
行
い
、

現
在
、
そ
の
作
業
結
果
の
取
り
ま
と
め
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
お

答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

十
一
か
ら
十
三
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
無
年
金
者
一
一
八
万
人
」
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
庁
で
把
握
し
て
い
る
保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免

除
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間
が
二
十
五
年
に
満
た
な
い
こ
と
な
ど
の
一
定
の
条
件
を
置
い
て
同
庁
が
機
械
的
に
集
計
し
た
被

保
険
者
等
の
数
で
あ
り
、
当
該
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
は
、
同
庁
で
把
握
し
て
い
な
い
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律

第
百
四
十
一
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
対
象
期
間
を
合
算
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
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要
件
に
該
当
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
被
保
険
者
等
の
す
べ
て
が
年
金
受
給
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
な

る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
年
金
受
給
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
被
保
険
者
等
が
そ
の
事
実
を
承
知
し
て
い
る

か
否
か
に
つ
い
て
、
承
知
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
者
を
特
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
人
一
人
に
そ
の
事

実
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
、
す
べ
て
の
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
に
対
し
、
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
の
加
入
履
歴
等
を
記
載
し
た
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の

送
付
を
開
始
し
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
状
況
等
を
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
を

記
載
し
て
制
度
の
周
知
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
四
に
つ
い
て

年
金
記
録
確
認
中
央
第
三
者
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
六
十
六
人
か
ら
八
十
六
人
に
増
員
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
年
金
記
録
確
認
地
方
第
三
者
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
年
金
記
録
確
認
北
海
道
地
方
第
三
者
委
員
会
に

お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
二
十
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
十
人
か
ら
二
十
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
宮
城
地

方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
十
二
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
八
人
か
ら
二
十
一
人
に
増
員
、
年
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金
記
録
確
認
埼
玉
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
二
十
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
十
人
か
ら
二

十
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
愛
知
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
二
十
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室

職
員
を
十
一
人
か
ら
二
十
八
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
大
阪
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
二
十
人

に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
十
一
人
か
ら
二
十
七
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
広
島
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委

員
を
五
人
か
ら
十
二
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
福
岡
地
方
第
三
者
委
員

会
に
お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
二
十
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
十
四
人
か
ら
二
十
八
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認

沖
縄
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
香
川
地
方
第
三

者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
五
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認

青
森
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
八
人
か
ら
十
二
人
に
増
員
、

年
金
記
録
確
認
岩
手
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十

二
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
秋
田
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員

を
八
人
か
ら
十
二
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
山
形
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
八
人
か
ら

十
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
福
島
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
六
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
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を
七
人
か
ら
十
三
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
茨
城
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
十
人
に
、
同
委
員

会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
一
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
栃
木
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
十

人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
一
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
群
馬
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員

を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
八
人
か
ら
十
二
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
千
葉
地
方
第
三
者
委
員
会
に

お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
十
五
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
九
人
か
ら
二
十
五
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
東
京
地

方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
（
臨
時
委
員
を
含
む
。
）
を
十
人
か
ら
三
十
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
十
六
人

か
ら
五
十
七
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
神
奈
川
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
二
十
人
に
、
同
委
員

会
事
務
室
職
員
を
十
一
人
か
ら
三
十
六
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
新
潟
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か

ら
十
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
五
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
山
梨
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、

同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
九
人
か
ら
十
二
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
長
野
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
六
人

か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
六
人
か
ら
十
一
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
富
山
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、

同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
八
人
か
ら
十
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
石
川
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
六
人
か

ら
九
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
六
人
か
ら
十
二
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
岐
阜
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
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委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
二
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
静
岡
地
方
第
三
者
委
員

会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
十
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
八
人
か
ら
十
四
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
三
重
地

方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
十
人
か
ら
十
五
人
に
増
員
、
年
金
記

録
確
認
福
井
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
五
人
か
ら
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
滋
賀
地

方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
五
人
か
ら
十
二
人
に
増
員
、
年
金
記

録
確
認
京
都
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
十
六
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
十
二
人
か
ら
二
十

一
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
兵
庫
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
十
人
か
ら
十
六
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職

員
を
十
二
人
か
ら
二
十
二
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
奈
良
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
六
人
か
ら
八
人
に
、

同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
六
人
か
ら
十
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
和
歌
山
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人

か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
四
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
鳥
取
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、

同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
島
根
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か

ら
九
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
岡
山
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委

員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
八
人
か
ら
十
三
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
山
口
地
方
第
三
者
委
員
会
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に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
六
人
か
ら
十
三
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
徳
島
地
方

第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確

認
愛
媛
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
六
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
三
人
に
増
員
、

年
金
記
録
確
認
高
知
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
八
人
か
ら
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認

佐
賀
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
四
人
に
増
員
、
年

金
記
録
確
認
長
崎
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
二

人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
熊
本
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を

八
人
か
ら
十
六
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
大
分
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会

事
務
室
職
員
を
九
人
か
ら
十
四
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
宮
崎
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
を
五
人
か
ら
八
人

に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
二
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
鹿
児
島
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員

を
五
人
か
ら
八
人
に
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
七
人
か
ら
十
四
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
函
館
地
方
第
三
者
委
員
会
に

お
い
て
、
同
委
員
会
事
務
室
職
員
を
六
人
か
ら
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
旭
川
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
同
委

員
会
事
務
室
職
員
を
六
人
か
ら
九
人
に
増
員
、
年
金
記
録
確
認
釧
路
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、
同
委
員
会
事
務
室
職
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員
を
六
人
か
ら
九
人
に
増
員
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
年
金
記
録
確
認
中
央
第
三
者
委
員
会
及
び
年
金
記
録
確
認
地
方
第
三
者

委
員
会
を
合
わ
せ
た
人
員
の
増
員
状
況
は
、
全
体
と
し
て
は
、
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
の
発
足
当
初
の
人
員
に
対
し

て
、
委
員
（
臨
時
委
員
を
含
む
。
）
を
三
百
三
十
八
人
か
ら
五
百
三
十
八
人
に
増
員
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
事
務
室
職
員

を
四
百
六
十
八
人
か
ら
八
百
七
十
七
人
に
増
員
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
と
も
、
必
要
に
応
じ
て
人
員
の
増
員
を
行
う
予

定
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
人
数
に
つ
い
て
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。

十
五
に
つ
い
て

年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
の
審
議
開
始
直
後
の
平
成
十
九
年
七
月
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
件
数
が
二
十
三
件
、
年
金
記

録
を
訂
正
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
も
の
の
件
数
（
以
下
「
訂
正
不
要
件
数
」
と
い
う
。
）
が
零
件
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
同
年
八
月
は
、
あ
っ
せ
ん
件
数
が
四
十
八
件
、
訂
正
不
要
件
数
が
三
件
、
同
年
九
月
は
、
あ
っ
せ
ん
件
数
が
百
十
九
件
、

訂
正
不
要
件
数
が
九
件
、
同
年
十
月
は
、
あ
っ
せ
ん
件
数
が
百
九
十
一
件
、
訂
正
不
要
件
数
が
六
十
四
件
、
同
年
十
一
月
は
、

あ
っ
せ
ん
件
数
が
二
百
二
十
九
件
、
訂
正
不
要
件
数
が
百
八
十
三
件
、
同
年
十
二
月
は
、
あ
っ
せ
ん
件
数
が
二
百
二
十
二
件
、

訂
正
不
要
件
数
が
二
百
六
件
と
、
徐
々
に
一
月
当
た
り
の
処
理
の
件
数
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
金
記
録
の
不
備
に
係

る
申
立
て
は
、
個
々
の
事
案
に
よ
っ
て
事
情
が
異
な
り
、
そ
の
調
査
審
議
の
進
ち
ょ
く
に
も
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
っ
せ

一
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ん
件
数
に
つ
い
て
、
数
値
目
標
を
策
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
、
審
議
の
公
正
性
を
確
保
し
つ
つ
、
更
な

る
審
議
の
促
進
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

十
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
四


